
施策一覧とスケジュール

基軸１　森林循環を促進し公益的機能を高める森林整備

1-1 森林の区分に応じた整備の推進

ア 高精度な森林情報を活用した森林の区分

・「生産林」と「保全林」の区分 実施

・クラウドによる森林情報の共有と連携

イ 森林循環と少花粉スギ等への植え替えの促進

・主伐事業の継続

・主伐事業における新たな技術の活用

・都内における種苗生産の支援

ウ 木材生産に適していない人工林の整備

・針広混交林等に誘導するための整備促進

・ライフライン等に隣接した人工林の整備 検討・計画・実施

エ 所有者と境界の明確化

・森林境界の明確化に取り組む林業経営体の支援

・高精度な森林情報を活用した境界明確化の推進

・所有者不明の森林への適切な対応 検討・計画・実施

オ 適切な保育の促進

・林業経営体による間伐や枝打ち等の支援

・林業経営体による間伐材の搬出の支援

・植栽や保育にかかる施業コストの削減 検討・計画・実施

1-2 区市町村との連携

ア 森林経営管理制度の運用における市町村支援

・森林経営管理制度に基づく市町村の業務の支援

・森林経営管理制度の運用に必要な森林情報の整備

イ 区市町村間の連携の促進

・区市町村間の情報共有と連携の促進

・都のアドバイザーによる区市町村への助言や情報提供

・都内の区市町村が交流する機会の提供

1-3 林業従事者の確保と育成

ア 新規就業者の確保と育成

・都内の就業に関する情報提供や相談対応

・林業や林業経営体に対する就業希望者の理解促進 検討・計画・実施

・新規就業者と林業経営体のマッチングの促進

・新規就業者向け研修の実施

・林業従事者が安心・安全に働くための雇用管理の支援

イ 高度な技術者の育成

・育成拠点における研修の実施、研修プログラムの拡充 実施

・林業経営体によるＯＪＴの支援

・林業に必要となる技能資格の取得等の支援

・技術習得に対する林業従事者の意欲向上に向けた取組 検討・計画・実施

具体的取組 R3 R4 R5 R6~
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施策一覧とスケジュール

1-4 野生動物による林業被害への対策

ア 被害調査に基づく適切な対策

・加害動物の適確な把握

・加害動物の特性に応じた適切な対策の検討

イ シカの管理捕獲と被害防除の強化

・シカの管理捕獲の強化 検討・計画・実施

・ドローンを活用した被害状況の調査

・林業経営体等による被害防除の支援

・主伐事業による防護柵の設置と造林地の巡視の強化 実施

1-5 森林被害への対策

ア 治山事業等の推進と災害に強い森林の育成

・治山事業による森林被害の復旧

・老朽化が懸念される既存の治山施設の長寿命化

・森林法に基づく保安林の指定

・高精度な森林情報を活用した災害に強い森林の育成

・森林の巡視を強化する取組の検討 検討・計画・実施

・災害発生時の迅速な対応

イ 森林病害虫の防除

・森林病害虫による森林被害の監視

・ナラ枯れに対する注意喚起と防除の支援

基軸２　生産性と収益性の高い林業経営

2-1 効率的な施業と先進技術の導入

ア 路網整備の推進

・林道の開設と既設林道の改良

・大型機械の導入に向けた林道の高規格化

・台風により被災した林道の復旧

・老朽化が懸念される林道施設の長寿命化

・林業経営体による森林作業道整備の支援

イ 多摩地域に適した施業の検証と普及

・多摩地域の森林の実情に適した施業の普及

・一貫作業システムやコンテナ苗の導入の検証と普及

・植栽や保育にかかる施業コストの削減（再掲） 検討・計画・実施

ウ 林業におけるデジタルトランスフォーメーション

・高精度な森林情報を取得するための機器の導入の支援 実施

・高精度な森林情報の活用に向けたシステムの構築

・生産流通における需給情報を共有するシステムの構築

・山間部における通信環境の整備 検討・計画・実施

2-2 林業経営体の経営基盤の強化

ア 集約化の推進

・森林経営管理制度に基づく市町村の業務の支援（再掲）

・森林経営管理制度の運用に必要な森林情報の整備（再掲）

・所有権放棄の意向がある森林の情報の蓄積と活用 検討・計画・実施

R6~具体的取組 R3 R4 R5
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施策一覧とスケジュール

イ 適切な労働安全対策と雇用管理の促進

・林業経営体による機械等の導入や危険予知活動等の支援

・林業従事者が安心・安全に働くための雇用管理の支援（再掲）

ウ 多角的経営の促進

・森林を活用したサービスを副業とする取組の支援

・経営多角化に向けたアドバイザーの活用等の支援

2-3 多摩産材の利用拡大

ア ブランドイメージの構築

・「東京」の知名度を活用した多摩産材のＰＲ 実施

・多摩産材認証制度の拡充 実施

・多摩産材の品質の認証 実施

木材の品質向上に向けたきめ細やかな施業の支援

・ 製材所等の施設整備の支援

イ 効果的な情報発信

・イベントのほか、都市部の施設における継続的なＰＲ

・多摩産材情報センターにおける情報の集約と発信

・都民の城（仮称）におけるＰＲ拠点の整備 検討・計画・実施

・多摩産材の利用の意義に対する理解の促進

ウ 公共施設における利用推進

・都有施設等における率先的な多摩産材利用

・区市町村の関連施設における多摩産材利用の支援の拡充 検討・計画・実施

・都のアドバイザーによる区市町村への助言や情報提供（再掲）

エ 民間施設における利用促進

・住宅等における国産木材利用の拡大 検討・計画・実施

・商業施設等における多摩産材利用の支援

・幅広い分野の製品情報を集約したカタログの作成と配布

・社会の変化に着目した製品開発の促進 検討・計画・実施

基軸３　多摩産材をはじめとする国産木材の需要拡大

3-1 新たな分野における木材需要の拡大

ア 非住宅建築等における木材需要の拡大

中・大規模の木造建築物の設計に取り組む事業者等の支援

中・大規模建築における木材需要の拡大に向けた取組 検討・計画・実施

都の関連施設における率先的な木塀の設置

施設の外構を木質化する事業者等の支援

・木材や木造建築が人にもたらす効果・効能のＰＲ 検討・計画・実施

オフィスの内装等における国産木材利用の拡大 検討・計画・実施

・住宅等における国産木材利用の拡大（再掲） 検討・計画・実施

・木材需要の拡大に向けた全国連携への参加

MOCTION、モクコレなどによる国産木材のＰＲ

・国産木材利用の意義の普及啓発

R4 R5 R6~
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施策一覧とスケジュール

イ 木造化や木質化に精通した建築士の養成

・建築士が木造建築の技術やノウハウを学ぶ研修会の開催

・建築士が林業の現地を視察する機会の提供

3-2 木育活動の推進

ア 子どもたちへの木育の推進

・保育園や団体等が行う木育活動の支援

・子どもが利用する施設の木質化の支援

・都民の城（仮称）におけるＰＲ拠点の整備（再掲） 検討・計画・実施

木育学習を行う学校に対する専門家の派遣や教材の提供

イ 大人たちへの木育の推進

・木育の大切さに対する大人の理解の促進

・教員や保護者が林業の現場を訪れる機会の提供

基軸４　都民や企業等による森林利用の拡大

4-1 ＳＤＧｓを目指す協働の森づくり

ア 企業等による森林利用の促進

・「企業の森」における協働の継続と更なる参画の促進

・企業等の提案を取り入れた新たな協働の枠組の構築 検討・計画・実施

・「とうきょう森づくり貢献認証制度」による企業との協働

イ 都民の森づくり参画の促進

・森づくりに参画する方法についての情報発信

・「とうきょう林業サポート隊」への参画の促進

・「花粉の少ない森づくり運動」への参画の促進

4-2 森林を生かした産業振興

ア 多様な森林利用の促進

眺望を確保するための森林整備や、園地等の整備の支援

・島しょ地域の有用広葉樹の造林、保育等の支援の拡充 検討・計画・実施

・シイタケの原木生産における普及指導
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